
木
曜　

⑥
中
里
皆
瀬
地
区
公
民
館
＝
第
4

木
曜　

対
象
＝
在
宅
の
0
〜
6
歳
の
未
就

学
児
と
保
護
者　

※
①
第
1
、
3
月
曜
と

②
第
1
水
曜
は
0
〜
1
歳
。
①
第
2
、
4

月
曜
と
②
第
2
水
曜
は
2
歳
以
上　

●
出
前
保
育
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い

�
　

と
き
、
と
こ
ろ　

6
月　

日
＝
春
日
幼

23

児
園
（
春
日
町
）、
7
月
2
日
＝
双
葉
幼
児

園（
広
田
三
）　

※
時
間
は
い
ず
れ
も　

時
10

〜　

時　

分　

対
象
＝
保
育
所
や
幼
稚
園

11

30

に
通
っ
て
い
な
い
児
童
と
保
護
者　

内
容

＝
保
育
士
が
手
遊
び
な
ど
を
紹
介
し
ま
す

●
保
育
所
を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か

�
　

と
き
＝
6
月　

日
9
時　

分
〜　

時
、

18

30

11

6
月　

日　

〜　

時
、
7
月　

日　

時　

21

10

12

12

13

30

分
〜　

時
、
7
月　

日
9
時　

分
〜　

時

15

16

30

11

と
こ
ろ
＝
藤
原
幼
児
園（
藤
原
町
）　

対
象

＝
認
可
保
育
所
に
通
っ
て
い
な
い
児
童
と

保
護
者　

内
容
＝
遊
び
を
通
し
た
保
育
所

体
験
や
育
児
相
談
な
ど
（
要
予
約
）

�●
各
種
手
当
額
が
改
定
さ
れ
ま
し
た

�
　
■
菫
ケ
丘
幼
児
園
内
・
地
域
子
育
て
支
援

　

セ
ン
タ
ー
（
�
�
4
1
8
8
）

　
■
藤
原
幼
児
園
（
�
�
4
0
9
6
）

　
■
市
役
所
障
害
福
祉
課

　

年
金
な
ど
の
額
の
改
定
な
ど
に
伴
い
、

平
成　

年
4
月
か
ら
各
種
手
当
額
が
改
定

15

さ
れ
ま
し
た　

支
給
額
（
月
額
）
▼
特
別

児
童
扶
養
手
当
（
1
級
）
�
五
万
千
百
円
、

（
2
級
）
�
三
万
四
千
三
十
円
▼
特
別
障

害
者
手
当
�
ニ
万
六
千
六
百
ニ
十
円
▼
障

害
児
福
祉
手
当
・
経
過
的
福
祉
手
当
�
一

万
四
千
四
百
八
十
円

●
ひ
き
こ
も
り
の
家
族
の
集
ま
り

�
　

と
き
＝
6
月　

日　

時　

と
こ
ろ
＝
ふ

14

10

れ
あ
い
セ
ン
タ
ー　

内
容
＝
ひ
き
こ
も
り

に
関
す
る
講
話
や
家
族
同
士
の
情
報
交
換

な
ど　

申
し
込
み
＝
障
害
福
祉
課

●
膠
原
病
の
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い

�
　

情
報
交
換
や
語
り
合
い
の
場
で
す　
　

と
き
＝
6
月　

日　

時　

分　

と
こ
ろ
＝

19

13

30

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー　

参
加
料
＝
無
料　

　
●
ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
集
中
講
座

�
　

期
間
＝
7
月　

〜　

日　

対
象
＝
障
害

12

14

の
あ
る
人　

内
容
＝
自
ら
の
経
験
を
基
に

障
害
の
あ
る
人
の
相
談
に
応
じ
る
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
の
基
礎
を
学
び
ま
す　

定
員
＝

　

人　

申
込
期
限
＝
6
月　

日　

10

25

　
■
市
役
所
障
害
福
祉
課

　
■
市
役
所
障
害
福
祉
課

　
■
障
害
者
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
ピ
ア
さ
せ
ぼ

（
�
�
3
9
9
5
、
フ
ァ
ク
ス
�
3
9
9
4
）

2003.6
●１９ 

　

⑥
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ふ
れ　

　
　

ん
ず
」（
常
盤
町
）
＝
毎
日

　

場
所　

①
〜
④
は
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

「
高
齢
者
と
介
護
」

●
介
護
や
痴
ほ
う
の
相
談
な
ど

�
　

①
痴
ほ
う
老
人
を
抱
え
る
家
族
の
会　

　
　

＝
6
月　

日　

時
、
保
健
所

27

13

　

②
在
宅
介
護
者
の
つ
ど
い

　
　

＝
6
月　

日　

時　

分
、　

中
里
皆

26

13

30

　
　
　

瀬
地
区
公
民
館

　

③
老
人
の
痴
ほ
う
や
心
の
相
談　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
予
約
制
）

　
　

＝
6
月　

日　

時　

分
、　

保
健
所

19

13

30

「
健
康
づ
く
り
」

●
結
核
検
診

�
   　

■
市
役
所
長
寿
社
会
課

　
■
保
健
所
内
・
健
康
づ
く
り
課

　

時
間
①
③
⑦
＝　

時　

分
〜　

時　

分

13

30

14

30

　

②
④
⑧
＝　

時　

分
〜　

時　

分

14

45

15

45

　

⑤
＝
9
時　

分
〜　

時　

分　
　

20

10

20

　

⑥
＝　

時　

分
〜　

時　

分

10

30

11

30

　

⑨
＝
8
時　

分
〜　

時　

分

30

10

30

●
健
康
診
断

�
　　

①
と
④
の
自
己
負
担
金
は
五
百
円
で
す
。

　

①
や
②
で
血
液
検
査
を
す
る
人
は
、
食

事
や
甘
い
飲
み
物
を
と
ら
な
い
で
受
診
し

て
く
だ
さ
い

　
■
保
健
所
内
・
健
康
づ
く
り
課

と　

き

6
月　

日
12

6
月　

日
19

6
月　

日
20

6
月　

日
26

毎
週
火
曜

と
こ
ろ

①
市
バ
ス
黒
髪
営
業
所

②
マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
白
岳
店

③
日
宇
地
区
公
民
館

④
フ
レ
ッ
シ
ュ
ま
る
た
か　

　

も
み
じ
が
丘
店

⑤
黒
髪
2
ー
2
公
民
館

⑥
大
岳
台
町
公
民
館

⑦
南
地
区
公
民
館

⑧
山
�
町
金
明
堂
駐
車
場

⑨
保
健
所

 
項
目

①　

歳
以
上

40

　

の
基
本
健

　

康
診
査

②
個
人
向
け

　

一
般
健
診

※
予
約
不
要

③
集
団
向
け

　

定
期
健
診

※
要
予
約

④　

歳
以
上

20

　

の 
成 
人

　

歯
科
健
診

※
要
予
約

と　

き

常　

時

火
曜
8
時　

分
30

〜　

時　

分

10

30

月
曜
、
水
曜

8
時　

分
30

〜　

時　

分

10

30

木
曜
8
時　

分
30

〜　

時　

分

10

30

常　

時

と
こ
ろ

市
内
の
登

録
医
療
機

関保
健
所

保
健
所

市
内
の
登

録
歯
科
医

療
機
関

�

�

●１８ 

●
6
月
は
児
童
手
当
の
現
況
届
を
提
出
す

　

る
月
で
す

�
　

受
付
期
間
＝
6
月
中　

場
所
＝
子
育
て

家
庭
課
、
各
支
所　

内
容
＝
該
当
者
へ
郵

送
す
る
用
紙
に
、
6
月
1
日
現
在
の
状
況

を
記
入
し
て
提
出
を
。
提
出
し
な
い
と
、

6
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い　

持
っ
て

く
る
も
の
＝
こ
と
し
1
月
1
日
現
在
の
住

所
が
市
外
の
人
は
、
当
時
の
住
所
地
の
市

区
町
村
が
発
行
す
る
「
平
成　

年
度
分
児

15

童
手
当
用
所
得
証
明
書
」
が
必
要
。
厚
生

年
金
な
ど
の
加
入
者
は
、
年
金
証
明
欄
に
、

勤
務
先
か
ら
の
証
明
が
必
要
で
す

●
子
育
て
支
援
「
ツ
イ
ン
ズ
ち
ゃ
ん
」

�
　

就
学
前
の
多
胎
児
の
親
子
が
集
ま
り
、

情
報
交
換
や
育
児
の
相
談
を
し
ま
す
（
予

約
制
）
と
き
＝
6
月　

日　

時
〜　

時　

13

14

15

30

　
■
市
役
所
子
育
て
家
庭
課

　
■
子
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー（
�
�
3
9
4
5
）

分　

と
こ
ろ
＝
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
内
・

子
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー
（
花
園
町
）　

●
「
げ
ん
き
い
っ
ぱ
い
・
え
が
お
い
っ
ぱ
い
」

　

・・・
お
父
さ
ん
一
緒
に
遊
び
ま
し
ょ
う

�
　

と
き
、
と
こ
ろ　

6
月　

日
＝
中
部
子

15

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー（
市
立
大
黒
保
育
所
・

�
�
1
4
1
6
）、
6
月　

日
＝
東
部
子

22

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー（
市
立
早
岐
保
育
所
・

�
�
2
3
4
2
）、
7
月
6
日
＝
北
部
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
（
市
立
上
相
浦
保
育

所
・
�
�
2
4
7
6
）　

※
時
間
は
い
ず
れ

も　

時
〜　

時　

分　

内
容
＝
子
育
て
支

10

11

30

援
担
当
保
育
士
が
、
楽
し
い
親
子
遊
び
や

人
形
劇
を
し
ま
す

●
巡
回
子
育
て
支
援
「
シ
ー
ユ
ー
」

�
　

保
育
士
が
遊
び
を
通
し
て
子
育
て
の
楽

し
さ
を
体
験
す
る
場
を
提
供
し
ま
す
（
育

児
相
談
有
）
と
き
、
と
こ
ろ　

①
同
セ
ン

タ
ー
＝
毎
週
月
曜　

②
広
田
地
区
公
民
館

＝
第
1
、
2
水
曜　

③
江
上
地
区
公
民
館

＝
第
3
水
曜　

④
三
川
内
地
区
公
民
館
＝

第
4
水
曜　

⑤
春
日
地
区
公
民
館
＝
第
2

　
■
各
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　
■
子
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー（
�
�
3
9
4
5
）

「
子
育
て
」

●
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
と
B
C
G
接
種

�
 　

対
象
は
、
3
カ
月
以
上
4
歳
未
満
の
お

子
さ
ん
。
4
カ
月
児
健
診
案
内
で
お
知
ら

せ
す
る
指
定
日
に
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。

●
乳
幼
児
健
診
の
お
知
ら
せ

�▼
4
カ
月
児
健
診
、
1
歳
6
カ
月
児
健
診

　
　

＝
そ
の
年
齢
に
な
っ
た
と
き

▼
3
歳
児
健
診
＝
3
歳
半
前
後

※
1
カ
月
前
に
該
当
者
に
通
知
し
ま
す

●
子
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー
の
療
育
相
談 

　

と
歯
科
保
健
相
談
（
予
約
制
）

�
　

遊
び
の
広
場
も
あ
り
ま
す
。
お
気
軽
に

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
■
保
健
所
内
・
健
康
づ
く
り
課

　
■
市
役
所
子
育
て
家
庭
課

　
■
同
セ
ン
タ
ー
（
�
�
3
9
4
5
）

「
障
害
福
祉
」

�●
断
酒
や
酒
害
の
相
談

　

①
酒
害
相
談
＝
障
害
福
祉
課
で
随
時

　

②
佐
世
保
断
酒
会
＝
7
月
8
日

　

③
酒
害
者
と
家
族
の
懇
談
会
＝
6
月　

日
24

　

④
ア
ル
コ
ー
ル
家
族
教
室
＝
7
月
1
日

　

（
④
＝
今
回
は
、
精
神
科
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
を
講
師
と
し
て
迎
え
ま
す

時
間
＝　

時　

分　

参
加
料
＝
無
料
）

13

30

　

場
所　

②
〜
④
は
保
健
所

　

予
約
と
お
尋
ね　

障
害
福
祉
課

●
精
神
保
健
相
談

　

6
月　
 
、　

日
、
7
月　

日　

12

26

10

　

場
所　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー　

　

予
約
と
お
尋
ね　

障
害
福
祉
課

●
精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
訓
練　

　

①
社
会
復
帰
事
業
ソ
ー
シ
ャ
ル
ク
ラ
ブ

　
　

＝
月
、
金
曜

　

②
家
族
の
会
（
ゆ
み
は
り
会
）

　
　

＝
6
月　

日
21

　

③
家
族
教
室
＝
休
み

　

④
地
域
作
業
所「
喫
茶
ど
り
い
む
」　　

　
　

＝
火
〜
金
曜

　

⑤
地
域
作
業
所
「
シ
ル
ク
印
刷
工
房　

　
　

わ
く
わ
く
ワ
ー
ク
」（
鹿
子
前
町
）　

　
　

＝
月
、
火
、
木
、
金

　
■
市
役
所
障
害
福
祉
課

　
●
健
診
・
相
談
な
ど

場　

所

 
保
健
所

 　

〜　

時

14

15

 
広
田
地
区  

 
公
民
館　
  

 　

時
〜

14
 　

時　

分

14

30

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン

6
月
9
日

6
月　

日
16

6
月　

日
30

7
月
7
日

6
月　

日
23

B
C
G

6
月　

日
11

6
月　

日
18

7
月
2
日

7
月
9
日

6
月　

日
25

��

�




